
（事前審査）

入札説明書

平成２３年度和歌山県工業技術センター産業用ＣＴスキャナ修繕（Ｘ線管交換及び

調整）業務に係る入札公告に基づく一般競争入札については、関係法令に定めるもの

のほか、この入札説明書によるものとする。

入札に参加する者は、下記事項を熟知の上、入札しなければならない。

なお、入札後、仕様等について不知又は不明を理由として異議を申し立てることは

できない。

１ 公告日 平成２３年１１月１日（火）

２ 一般競争入札に付する事項

（１）事業年度

平成２３年度

（２）業務の名称

和歌山県工業技術センター産業用ＣＴスキャナ修繕（Ｘ線管交換及び調整）

業務

（３）業務内容

和歌山県工業技術センター産業用ＣＴスキャナ修繕（Ｘ線管交換及び調整）

業務仕様書

のとおり

（４）履行場所

和歌山県工業技術センター産業用ＣＴスキャナ修繕（Ｘ線管交換及び調整）

業務仕様書

のとおり

（５）履行期限

平成２４年２月２９日（水）まで。

３ 一般競争入札参加者の資格に関する事項

和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格に関する要綱（平成２０年和

歌山県告示第１２６１号以下「要綱」という。）第３条第１号から第１０号まで

に掲げる条件を満たす者であること。

４ 入札執行の場所及び日時等

（１）入札執行の場所及び日時は、次のとおりとする。

ア 入札場所

和歌山市小倉６０番地

和歌山県工業技術センター 研究交流棟６階研修室

イ 入札日時

平成２３年１１月２８日（月）午前１０時３０分から

（２）（１）の入札の執行に当たっては、入札参加者は、競争入札参加資格要件適

格通知書を持参することとする。

５ 入札方法

（１）入札は、別紙入札書に入札する事項を記入して行うこと。



（２）入札金額は、当該業務を遂行するための価格の総額を記載すること。

なお、入札金額は、当該業務に係る一切の諸経費を含めた額とする。

（３）落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の５パーセント

に相当する額を加算して得た金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、

その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札

参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者である

かを問わず、見積もった契約金額の１０５分の１００に相当する金額を入札書

に記載すること。

（４）代理人が入札する場合は、入札書に入札者の氏名又は名称若しくは商号、代

理人であることの表示及び当該代理人の氏名を記載して、押印（外国人の署名

を含む。以下同じ。）をしておかなければならない。

（５）入札者又はその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部

分について押印をしておかなければならない。ただし、入札書の入札金額は、

訂正することができない。

（６）入札書は、封筒に入れ密封し、かつ、封皮に氏名（法人の場合その名称又は

商号）並びに事業年度及び業務の名称を表示しなければならない。

（７）入札書を入札箱に投函した後は、入札書の書換え、引換え又は撤回をするこ

とができない。

６ 入札の延期又は取り止め等

（１）天災地変その他やむを得ない事由を生じたときは、入札を延期し、又は取り

やめることがある。

（２）入札者が談合し、又は不穏な挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行す

ることができない状態にあると認めたときは、入札を延期し、又はこれを廃止

することがある。

７ 入札保証金

（１）入札に参加しようとする者は、その者の見積もる入札金額の１００分の５以

上の額の入札保証金を納付しなければならない。

（２）入札保証金の納付の方法、納付の免除、還付等は、自治法令第１６７条の７

及び和歌山県財務規則（昭和６３年和歌山県規則第２８号）第８５条から第８

８条までの規定の定めるところによる。

８ 契約保証金

（１）契約を締結する者は、契約金額の１００分の１０以上の額の契約保証金を納

付しなければならない。

（２）契約保証金の納付の方法、納付の免除、還付等は、自治法令第１６７条の

１６及び和歌山県財務規則第９２条から第９４条までの規定の定めるところに

よる。

９ 入札の無効

次の各号に該当する入札は無効とする。

（１）入札参加資格のない者がした入札

（２）委任状を持参しない代理人のした入札

（３）所定の時刻までにされなかった入札

（４）同一事項の入札について、入札者又は代理人が２以上の入札をした場合の

そのいずれもの入札

（５）代理人が２人以上の者の代理人をした場合のそのいずれもの入札



（６）入札者が同一事項の入札について他の入札者の代理をした場合のそのいず

れもの入札

（７）明らかに連合その他の不正な行為によってされたと認められる入札

（８）記名押印を欠いた入札書による入札

（９) 金額を訂正した入札書による入札

（10) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭な入札書による入札

（11）その他入札に関する条件に違反した入札

１０ 開札の場所及び日時等

（１）開札場所及び日時

ア 開札場所 ４の（１）のアに同じ。

イ 開札日時 ４の（１）のイに同じ。

10 落札者の決定の方法

（１）和歌山県財務規則第１０２条の規定に基づき定めた予定価格の制限の範囲内

で最低の価格をもって有効な入札を行った者であり、かつ、３に規定する入札

の参加資格要件を満たしている者を落札者とする。

（２）落札となるべき同価の入札をしたものが２人以上あるときは、直ちに当該入

札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。この場合において、当該

入札者のうち開札に立ち会わない者、くじを引かないものがあるときは、これ

に代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。

11 再度の入札

開札をした結果、予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないときは、直ちに

再度の入札を行う。この場合において、入札回数は、最初の入札を含め最高３回

までとする。

12 その他

この一般競争入札及び契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地は、

次のとおりとする。

（１）名称

和歌山県工業技術センター企画総務部政策調整課

（２）所在地

郵便番号 ６４９－６２６１ 和歌山市小倉６０番地

電話番号 ０７３－４７７－１２７１

ファクシミリ番号 ０７３－４７７－２８８０




